
 

平成 26 年度 地域活性化総合特別区域評価書【正】 

 

作成主体の名称： 岡山県 

 

１ 地域活性化総合特別区域の名称 

   ハイパー＆グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区 

 

２ 総合特区計画の状況  

 ①総合特区計画の概要 

  本県産業の中核であり、自然災害が少なく、コンパクトな集積が活かせる水島コンビナ

ートにおいて、アジア有数の競争力を持つ「モデルコンビナート」を実現し、企業の海外

流出による我が国の産業空洞化を防ぎ、本県の持続的な成長と良質な雇用の確保を図るた

め、規制の特例措置や税制・財政・金融上の支援措置等を活用しながら、①高度な企業間

連携による高効率・省資源型コンビナートの構築、②水島港の物流機能の強化、③環境・

エネルギー分野の国内重要製造拠点（マザー工場）化に係る取組を行っていく。 

 

②総合特区計画の目指す目標 

県の製造品出荷額等の半分を占める水島コンビナートにおいて、①高度な企業間連携に

よる高効率・省資源型コンビナートの構築、②水島港のポテンシャルを最大限発揮させる

物流機能の強化、③今後のコンビナートの持続的発展に繋がる成長産業の国内重要製造拠

点（マザー工場）化を進めることにより、企業の海外流出による我が国の産業空洞化を防

ぐとともに、本県の持続的な成長と県内での良質な雇用の確保を図ることを目標とする。 

 

③総合特区の指定時期及び認定時期 

  平成２３年１２月２２日指定 

  平成２４年９月２０日認定（平成２５年３月２９日最終変更） 

 

３ 目標に向けた取組の進捗に関する評価（別紙１） 

①評価指標及び留保条件 

評価指標(1)：企業間連携によるコスト削減額［進捗度 142％］ 

数値目標(1)：コスト削減額(H22年→H27 年) 8～13億円／年削減 

（注 金額の幅は為替(1 ドル＝70～100 円)、原油価格(1 バレル＝80～100 ドル)

の変動を想定したもの）  

［H26 年度目標値 2.6～4.5億円、H26年度実績 6.4億円、進捗度 142％］ 

評価指標(2)：水島港の輸送効率改善による貨物取扱量［進捗度 93％］ 

数値目標(2)：水島港取扱貨物量÷水島港入港船舶隻数 

2,717t/隻(H23年現在)→3,000t/隻(H28 年現在) 

      ［H26 年目標値 2,875 t/隻、H26年実績 2,684 t/隻、進捗度 93% ］ 

評価指標(3)：企業集積によるコンビナートの成長と雇用の確保 

数値目標(3)－①：水島地区での成長分野の企業立地件数 H25以降で水島地区に新規に 4件 

(H28) ［H26年度目標値 1件、H26年度実績 0件、進捗度 0％、寄与度 33.3％］ 

数値目標(3)－②：倉敷市の製造品出荷額市町村別順位 全国 5位(H21)→全国 3 位以内(H26) 
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≪定性的評価≫グリーンイノベーションコンビナート戦略関連事業を実施。順位上昇に努めた。 

数値目標(3)－③：水島工業地帯従業者数 24,623人(H21)→25,000人(H26) ≪代替指標による

評価≫ 

代替指標(3)－③：水島コンビナート発展推進協議会構成企業 8 社の従業員数 11,536人（H21）

→11,713 人（H26）[平成 26 年度目標値 11,713 人、H26 年実績 11,467 人、

進捗度 98％、寄与度 33.3％] 

 

②寄与度の考え方 該当なし 

 

③総合特区として実現しようとする目標（数値目標を含む）の達成に、特区で実施する各

事業が連携することにより与える効果及び道筋  

  各戦略により解決を目的としている課題とは、戦略①バーチャル・ワン・カンパニーの

実現は「製品の製造に係るインフラの課題」、戦略②水島港ハイパーロジスティックス港

湾戦略は「製品を製造するための原燃料調達や出荷に係る課題」、戦略③グリーンイノベ

ーションコンビナート戦略は「製造に係るインフラの活用に係る課題」であり、それぞれ

が相互に密接に関係している。そのため、戦略①でユーティリティの共同化及びオフガス・

水素融通を実施し、併せて、戦略②及び③の規制緩和や投資促進策等を進めていくことで、

製品の製造に関する諸課題の解決に向け、大きく前進することができる。 

 

④目標達成に向けた実施スケジュール（別紙１－２） 

  ガス融通や水素の活用に向けた研究会など戦略①を実現するための事業を、着実に進め

ていく。すでに規制緩和に至っている戦略②関連事業については、今後も積極的に利活

用を進めていく。規制緩和を受け実現に至った戦略③の道路運送車両法関連２事業につ

いては、実施主体で引き続き安全対策を講じながら取り組んでいく。実現した利子補給

制度については、今後とも企業の投資を促進するため、更に積極的な活用に向けＰＲ活

動を行っていく。 

 

４ 規制緩和を活用した事業の実績及び自己評価（別紙２） 

  ・特定地域活性化事業①：地域活性化総合特別区域ガス融通事業（ガス事業法） 

平成２４年９月の特区計画認定を受け、各社で最適化の検討を行っており、事業進

捗に向けて進んでいるといえる。 

 

  ・特定地域活性化事業②：回送運行効率化事業（道路運送車両法） 

平成２５年３月の特区計画認定を受け、実施に必要な代替措置を整備後、６月１９

日から運行を開始し、作業時間短縮などのコスト削減が年々増加しており、当初の計

画どおり進捗しているといえる。 

 

  ・特定地域活性化事業③：分割可能貨物輸送効率化事業（道路運送車両法） 

平成２５年３月の特区計画認定を受け、岡山運輸支局との協議により使用するトレ

ーラの保安基準の緩和に関する許可が得られたため、１０月２３日から運行を開始

し、コスト削減額が年々増加しており、当初の計画どおり進捗しているといえる。 
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  ・一般地域活性化事業①：港則法及び関税法による船舶の錨泊地の利用基準の緩和 

（関税法） 

平成２４年７月の基本通達の改正を受け事業実施された。不開港出入許可手数料の

免除により、別途実施している再入港時のとん税・特別とん税の非課税要件緩和の効

果も併せ、効果的な配船等による競争力強化及び水島港の魅力を充実させ、減少傾向

にある総取扱貨物量に歯止めをかけ増加に転じさせる効果が期待される。地元水島税

関支署と連携しながら、利用者への周知徹底を図っている。 

（港則法） 

平成２５年３月の「水島港における錨泊基準」の一部変更を受け事業実施された。

瀬戸内海の静穏な海象条件を活かし、最大限の錨泊可能船舶を拡大することで、効果

的な配船等の効果が期待される。 

 

  ・一般地域活性化事業②：とん税法及び特別とん税法の船舶の再入港時の非課税要件の 

緩和（とん税法、特別とん税法） 

平成２４年７月の基本通達の改正を受け事業実施された。地元水島税関支署と連携

しながら、利用者への周知徹底を図っている。 

             

５ 財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（別紙３） 

    財政支援：該当なし 

税制支援：該当なし 

金融支援（利子補給金）：０件 

平成２５年度に投資の行われた環境・エネルギー分野の新製品の開発・量産を行う航

空機部材メーカーについては量産を開始しており、高機能・高付加価値製品の技術開発

や量産化を行うための操業環境の整備を目指す戦略③の推進に寄与している。平成２６

年度は活用がなかったものの、平成２７年度には水島港ハイパーロジスティックス推進

事業に資する物流メーカーによる投資が見込まれているところである。 

   

６ 地域独自の取組の状況及び自己評価（別紙４） 

  （地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連す

る民間の取組等） 

   平成２５年度に実現した高圧ガス保安法関係２件、環境分野２件の独自の規制緩和が

浸透し、また既存の規制緩和についても活用実績が上がっていることから、企業の競争

力強化及び立地や投資の促進につながっていると考えている。 

 

７ 総合評価 

   国との協議により実現した規制緩和が実際に企業によって活用され、コスト削減の効

果も表れており、また、地域独自の取組も取組企業の操業環境の改善の一助となってい

ることから、計画は着実に進んでいるものと考える。 

また、企業と行政が会して、今後の取組の方向性や更なる事業実施の可能性につい

て、頻繁に議論を交わしており、引き続き地域が一体となって競争力の強化に向けて活

動していることは、他地域のコンビナートの模範となるものである。平成２７年度以降

も、総合特区としての取組を継続してまいりたい。 
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成22年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 1.9～3.2億円 2.6～4.5億円 2.6～4.5億円 8～13億円 8～13億円

実績値 － 2.9億円 5.9億円 6.4億円

進捗度
（％）

100% 130% 142%

　今後、平成28年度までに、工場内のポンプの動力のうち、低効率な蒸気駆動のものを高効率な電気駆動のものに変更す
る事業を複数実施する。この事業による削減効果は、設備の運転開始後に表れるため、それぞれの設備の運転開始年度
に当たる時期に対応して、削減目標値を設定している。最終目標値である８～13億円は、原油換算した１年間当たりの予想
省エネルギー量約20,000kl/年（各事業の予定省エネルギー量の合計）と、原油価格80～100＄/bblと為替レート70～100￥/
＄で計算した原油価格を乗じて算出した削減額の合計の最小値及び最大値である。事業実施に当たっては、投資基準をＩＲ
Ｒ（Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｒａｔｅ　ｏｆ　Ｒｅｔｕｒｎ：利益率法）８％以上を目標に決定している
　「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」のため、「ユーティリティ共同化モデル整備事業」、「オフガスハイウェイ・水素ハイ
ウェイ広域整備事業」を実施しており、その進捗状況は以下のとおりである。
【ユーティリティ共同化モデル整備事業】
①第１段階案件である復水タービンのモーター化は、設備毎に計画的に実施している。（平成26年度までに３設備完了（特
区計画時点からは６設備完了）、平成26～28年度にかけて１設備進行中）
②第２段階については現状把握及び蒸気・電力連携のＦＳ調査を終了した。現在、Ｂ地区で用役コスト削減に向け、老朽ボ
イラの更新及び一部電力販売事業を開始する見込みであり、今後、当該事業との連携によりコンビナート全体での省資源
化・高効率化を目指したユーティリティ共同化の可能性を検討する。
【オフガスハイウェイ・水素ハイウェイ広域整備事業】
③オフガスハイウェイについては、現状把握を終了し、ＦＳ調査を開始したところであるが、水島コンビナート内エチレンセン
ターの集約により域内の用役バランスが大幅に変化することを踏まえ、引き続き検討を進めることとする。
④水素ハイウェイについては新たな配管敷設工事を予定どおり実施済み（平成24年度）。

目標達成の考え方及び目標達成に向
けた主な取組、関連事業

評価指標（１）
企業間連携による

コスト削減額

各年度の目標設定の考え方や数値の
根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠
に代えて計画の進行管理の方法等

　指標に採用している数値は、現在取組中のユーティリティ共同化モデル整備事業の第１段階の実施により見込んでいる効
果である。これは各事業所で一部稼働中の低効率な蒸気駆動設備（復水タービン）を、電力会社と連携して高効率な電気駆
動設備に改修し省エネ化とコスト削減を図るものである。
　復水タービン効率は30％程度に対し、電力会社から供給を受ける電力の発電効率は37％であり、この効率差が省エネ効
果である（電力会社との連携）。
【計画】
　平成23年に３件（①削減額1.9～3.2億円/年）、平成24～25年に２件（②削減額0.7～1.3億円/年）、平成25～26年に１件（③
削減額0.5～0.9億円/年）、平成26～28年に１件（④削減額2.3～3.3億円/年）実施する。

数値目標（１）
コスト削減額

　8～13億円/年削減

寄与度(※)：

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標
または定性的な評価を用いる場合

－
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別紙１

現地調査なし

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅
れている場合は要因分析）及び次年
度以降の取組の方向性

　平成26年度までに上記③までの工事は完了し、現在は、平成28年の完成に向けて④の工事を行っているところであり、概
ね順調に進捗していると考えている。全工事の完了に向けて事業を行っていく。
　なお、工事計画は２～４年に一度プラントを停止して行う定期修理時期に合わせ実施するようにスケジュールを立ててお
り、前倒しは困難であるため、次年度以降も、当面はスケジュールに則り着実に事業実施していくことが重要と考えている。
　事業実施に当たっては、投資基準をＩＲＲ（Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｒａｔｅ　ｏｆ　Ｒｅｔｕｒｎ：利益率法）８％以上を目標に決定している。さらな
るコスト削減に向け、今後、平成25年度協議において財政措置の拡充がなされたエネルギー使用合理化等事業者支援補
助金の活用も考慮している。なお、投資コストは明確であるが、効果をあくまでも省エネ量のみで評価しており、附帯効果は
評価されていない。
　また、平成26年度からは水素・オフガスネットワークの構築による原燃料利用の最適化により、余剰水素を産み出し、水素
供給拠点を形成することを目的として、水素・オフガスハイウェイ構築と水素供給拠点形成に向けた研究会を設置し、高効
率・省資源型コンビナートの構築に向けた事業構想の策定を目指して課題の深堀りするなど研究を進めている。

外部要因等特記事項

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成22年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値
2,741

（ｔ/隻）
2,822

（ｔ/隻）
2,875

（ｔ/隻）
2,927

（ｔ/隻）
3,000

（ｔ/隻）

実績値
2,717

（ｔ/隻）
2,741

（ｔ/隻）
2,822

（ｔ/隻）
2,684

（ｔ/隻）

進捗度
（％）

100% 100% 93%

評価指標（２）
水島港の輸送効率
改善による貨物取

扱量

数値目標（２）
水島港取扱貨物量／水島

港入港船舶隻数
2,717t/隻(H23年現在）→

3,000t/隻（H28現在)

寄与度(※)

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標
または定性的な評価を用いる場合

－

目標達成の考え方及び目標達成に向
けた主な取組、関連事業

　総合特区制度による規制緩和等のソフト面での取組や、平成23年５月に国内で唯一「穀物」と「鉄鉱石」の２品目において国際バルク
戦略港湾に選定されたことによる国からの集中的な投資等に伴う港湾機能の強化、生産拠点の水島地区と物流拠点の玉島地区を結
ぶ新高梁川橋梁の整備、また平成25年に供用を開始した水深12ｍ耐震強化岸壁等のハード整備により、水島港の利便性の更なる向
上を図る。
　この国際バルク戦略港湾及び総合特区こそが、まさに他港との差別化に向けた取組であり、これを生かして競合他港との競争に勝
ち抜いていくものである。水島港を利用する全ての船舶が、水島港の高い港湾機能を最大限活用できることにより、水島港及び背後に
立地する企業の成長・発展が促進され、それに伴う物流が活性化することで、水島港取扱貨物量の増加とともに数値目標達成を図
る。

各年度の目標設定の考え方や数値の
根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠
に代えて計画の進行管理の方法等

　総合特区制度による規制緩和等のソフト面での取組やハード整備により、水島港取扱貨物量の増加及び船舶の大型化が見込まれ
る。目標値は、従前の増加量を維持することにより、平成28年の水島港取扱貨物量÷水島港入港船舶隻数3,000t/隻を目標に設定し
ている。また、この間の目標値設定は、継続的な増加を目標として設定する。

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

現地調査なし

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅
れている場合は要因分析）及び次年
度以降の取組の方向性

　H26年において速報値で2,684t/隻であり、目標値を下回った。これは事業の両輪である水島港における国際バルク戦略港湾による
ハード整備が竣工に至っていないこと等が原因であると考えられるものの、水島港取扱貨物量から言えば規制緩和等による効果は発
現されていると考えている。具体的には下記の【規制緩和による実績】が着実に増えることに伴い、水島港取扱貨物量は平成26年は
速報値で89,910千トンと平成25年の84,517千トンから1割近く増加している。
　本数値目標達成に寄与する水島港ハイパーロジスティックス港湾戦略は、国際バルク戦略港湾による航路増深等の事業に加え、水
島港を利用する船舶を対象とした規制緩和等の取組により、バルク船舶にとどまらず、コンテナ船等も含め、水島港を利用する全ての
大型船舶が水島港の持つ高い港湾機能を最大限活用可能にする事業である。国際バルク戦略港湾政策については、穀物関連企業
が行動計画である育成プログラムに従って、サイロ等保管施設の設備投資を既に完了しており、県も予算措置に必要な港湾計画変更
を平成24年７月に行った。今後とも、国による早期ハード整備がなされるよう、引き続き国等の関係機関へ働きかける。また、将来構想
について、国などの関係者と協議を行い、パナマ運河拡張後の船舶大型化に備えた大水深バース整備計画の検討を引き続き進めて
いく。
【規制緩和による実績】
・港則法による水島港に寄港する船舶の錨泊地の利用基準の緩和→錨泊基準変更により拡張された船舶の利用状況は、43例であ
り、約86,000千円の効果が得られている。
・関税法による水島港に寄港する船舶の錨泊地の利用基準の緩和と水島港に寄港する船舶の再入港時のとん税及び特別とん税の
非課税用件の緩和→基本通達が改正されてから、企業ヒアリングなどにより、県が把握している実績は、15例あり、約43,000千円の効
果が得られている。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成22年度） 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

目標値 １件 １件 １件 １件

実績値 － － 0件 0件

進捗度
（％）

0% 0%

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

現地調査なし

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅
れている場合は要因分析）及び次年
度以降の取組の方向性

　玉島ハーバーアイランドへの新規立地や設備増設、量産化に向けた本格プラントへの設備投資などを期待していたものの、成長分野への
投資を予定した企業が想定以上に企業マインドが冷え込んだことなど経営判断により、先送りとなったものであり、立地に至らなかった。
　平成26年度には成長分野等に参入する際の設備投資を支援する「拠点工場化等投資促進補助金」を創設するとともに、玉島ハーバーアイ
ランドの分譲の際の面積要件の緩和を行った結果、数値目標としている環境・エネルギー分野など成長分野ではないものの鉄鋼メーカーが
「拠点工場化等投資促進補助金」を活用して、国内最大級の荷役能力を有する連続式アンローダー（石炭専用）を導入し、水島工場の拠点工
場化を進めたところである。さらに、玉島ハーバーアイランドについても平成26年度にはプラント製品の設計・製造を手がける企業の立地や食
料コンビナート３社の立地があり、本年度も関連企業などからの引き合いが増えつつある。
　引き続き、新たな成長分野関連企業の誘致と併せて水島企業の拠点工場化や新たな事業展開を支援していきたい。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

評価指標（３）
企業集積によるコ
ンビナートの成長と

雇用の確保

数値目標(３)－①
成長分野の企業立地件数
H25以降で水島に新規に4

件（年1件）

寄与度(※)：33.3（％）

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標
または定性的な評価を用いる場合

-

目標達成の考え方及び目標達成に向
けた主な取組、関連事業

　既に設けている県・市独自の企業立地補助制度等を有効に活用するとともに、総合特区による規制緩和や国の財政支援による投資促進策
等を行うことで、現在の水島の産業集積を生かした、リチウムイオン電池やＬＥＤ、太陽電池といった環境・エネルギー分野における高機能・高
付加価値製品の技術開発や量産化等をコンビナート企業が実施しやすい環境を整備し、高機能・高付加価値製品を生産する競争力のある産
業を集積させていく。
　平成26年度から、新規事業への参入、国内複数拠点の集約化、生産量増大に伴う新たな拠点の整備を行う企業を対象に、生産性の向上
や国際競争力の強化を目的とした国内の工場再編等の企業動向をとらえて、県において、「拠点工場化等投資促進補助金」（設備投資額の１
５％（限度額５億円）を補助）を創設した。また、企業ニーズを踏まえ、交付要件の緩和を行うとともに、玉島ハーバーアイランドの分譲面積の
要件緩和を行った（平成27年3月19日）ところであり、これら企業ニーズに即した支援措置により、水島地区に立地する企業の成長分野への参
入を後押しする。
　また、倉敷市においても平成27年度から、企業の地方拠点強化を促進する「本社機能移転等促進奨励金制度」（雇用人数に応じて最大１億
円）を新設したほか、既存の制度の交付要件の緩和（固定資産投資額要件を１／２に緩和）を行い、企業の設備投資を支援する。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠
に代えて計画の進行管理の方法等

　特区における国内企業の重要製造拠点化（マザー工場化）を評価する指標として設定した。
　水島地区で国内事業所の集約化や事業所内遊休地を活用しての新規事業の展開に資するため、平成26年度に拠点工場化等投資促進補
助金を創設し、企業ニーズを踏まえ交付要件である投資額20億円を10億円に緩和した。さらに、玉島ハーバーアイランドの分譲の際の面積要
件についても緩和を行うことにより、更なる企業立地に向けた取組を行っていく。
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成21年度） （参考）平成22年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値 ３位 ３位 ３位

実績値 ５位 ３位 ５位 ４位 －

進捗度
（％）

0% 0%

　数値目標②の実績値は、国の工業統計調査により把握するが、結果の公表は速報値で調査の翌年９月頃となっており、
事後評価に間に合わず、適切な代替指標もないことから、定性的評価を行うこととする。
　操業環境の向上により、付加価値の高い製品を効率よく生産し、出荷額を増加させることで順位を維持するという本指標
は、他地域より競争力があることで実現できると考えている。
　そのため、水島コンビナートの国際競争力を高めることを目指し、引き続き、高機能・高付加価値製品の研究開発から量
産化がタイムリーに事業展開できるよう、総合特区計画に掲げる規制緩和や財政・金融上の支援措置等を活用した取組を
進めたほか、新たな規制緩和の提案について検討・提案し、目標達成に必要な操業環境の整備を目指した取組を行った。

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標
または定性的な評価を用いる場合

定性的評価
（（参考）数値目標(3)ｰ②

倉敷市の製造品出荷額市
町村別順位　全国5位→全

国3位以内）

寄与度(※)：33.3（％）

目標達成の考え方及び目標達成に向
けた主な取組、関連事業

　大規模生産や一貫生産を行う海外コンビナートと比較し、操業開始から半世紀を超えた水島コンビナートは世界的には中
程度の規模であり、石油精製、石油化学に見られるように分業による生産体制を形成しているのが特徴である。
　そうした中、水島コンビナートが競争力を高めるためには、規模や低価格を追求するのではなく、付加価値の高い製品を
効率よく生産する仕組み作りが重要である。
　そのため、総合特区による規制緩和、財政支援などによる投資促進策はもとより、既に設けている県・市独自の企業立地
補助制度の拡充及び拠点工場化等投資促進補助金の創設により、現在の水島の産業集積を生かした高機能・高付加価値
製品の技術開発や量産化等を実施しやすい環境を整備し、今後のコンビナートの持続的発展につながる成長産業の国内
重要製造拠点化を進める。
　なお、総合特区に指定されているコンビナートは水島だけであり、総合特区による独自の規制緩和の実現に加え、研究開
発から量産工場への投資環境の改善のため、岡山県独自の制度として下記の検討や見直しを行い、競争力強化を図って
いる。

【投資に対する補助制度改善】
①大規模工場等立地補助金において、県内で試験研究を行ってきた企業が量産施設を整備する場合の補助要件の緩和
②岡山県内に製造拠点を集約した場合の補助制度の新設
【量産工場立地判断の時間的制約となる環境アセスメント制度見直し】
①環境アセスメントが必要な工場立地規模（面積）の見直し
②瀬戸内法に係る環境アセスメント期間の短縮
　
　また、倉敷市においても平成27年度から、企業の地方拠点強化を促進する「本社機能移転等促進奨励金制度」（雇用人数
に応じて最大１億円）を新設したほか、既存の制度の交付要件の緩和（固定資産投資額要件を１／２に緩和）を行い、企業
の設備投資を支援する。

評価指標（３）
企業集積によるコ
ンビナートの成長

と雇用の確保

数値目標(３)－②
倉敷市の製造品出
荷額市町村別順位
全国5位→全国3位

以内
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別紙１

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅
れている場合は要因分析）及び次年
度以降の取組の方向性

　平成25年度は、平成24年度末（平成25年3月28日）から総合特区制度を通じて実現した規制緩和を活用した事業が開始す
るとともに利子補給制度を活用した環境・エネルギー分野への投資が実現するなど、特区としての取組が着実に進んだこと
に加え、鉄鋼、石油精製などの製造も堅調であったことから、目標値は下回ったものの平成24年度の５位から４位へと順位
を上げたものと考えられる。
　平成26年度は、鉄鋼メーカーにおける生産能力向上・コスト削減に向けた投資、新型軽自動車の生産増強、玉島ハー
バーアイランドへ誘致した航空機部材メーカーの量産開始などにより水島コンビナートの操業環境は向上しており、事業の
進捗は順調に図られたと考えている。
　今後とも総合特区で提案した規制緩和の実現に向け取り組んでいくとともに、総合特区検討ワーキンググループにおいて
構成企業８社とともに新たな規制緩和に向けた協議を進める。

現地調査なし

各年度の目標設定の考え方や数値の
根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠
に代えて計画の進行管理の方法等

　水島コンビナート発展推進協議会(法定地域協議会)構成員が強く連携を図る（平成26年度はＷＧを13回開催）ことにより、
行政と企業、企業間の垣根を取り払い、企業活動に最も有効で、かつ環境や住民に受け入れられる代替措置を備えた規制
緩和や支援措置の実現に取り組んでいる。
　その結果、平成24年度には関係省庁と下記法令について協議を行い省令改正を含む下記の事項について規制緩和等が
実現し、現在、活用を進めている。
　ガス事業法、港湾法及び港則法、とん税法及び特別とん税法、道路運送車両法２件、消防法、省エネ法、温対法、石災法
のレイアウト規制、土壌汚染対策法(一部実現)
　また、戦略Ⅰ「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」に向け、平成25年度には財政の支援措置の実現、平成26年度には瀬
戸内法、高圧ガス保安法について現行法で対応可能との見解を得たことにより、今後の事業実施に寄与すると考えている。
　引き続き、水島コンビナート発展推進協議会と一層の連携を図り、上記の取組を着実にかつ一体的に推し進めていくととも
に新たな規制緩和の検討・提案を行い、企業のコスト改善や事業継続、新規投資を支援し、企業の生産体制の維持に努
め、製造品出荷額の向上を図っていく。

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

外部要因等特記事項
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別紙１

■目標に向けた取組の進捗に関する評価

当初（平成21年度） （参考）平成22年度 （参考）平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標値 11,244人 11,478人 11,713人

実績値 11,536人 11,156人 11,817人 11,250人 11,840人 11,467人

進捗度
（％）

100% 103% 98%寄与度(※)：33.3（％）

代替指標の考え方または定性的評価
※数値目標の実績に代えて代替指標
または定性的な評価を用いる場合

　数値目標③の実績値は、国の工業統計調査により把握するが、結果の公表は速報値で調査の翌年９月頃となっており、
事後評価に間に合わないため、代替指標として岡山県で把握している水島コンビナート発展推進協議会構成企業(８社)の
毎年８月１日現在の従業者数による事後評価を行うこととする。
　数値目標③の実績値は前述のとおり工業統計が公表される前においては把握困難であり、この８社の従業員数を代替指
標として使用するが、実績値については時期は遅れるものの国の工業統計により正確な数値を把握し、事後評価において
報告する。

目標達成の考え方及び目標達成に向
けた主な取組、関連事業

　成長著しい海外のコンビナートに対し、水島コンビナートが競争力を高めるためには、個社最適ではなく、全体最適による
一段高い効率化を目指して、コンビナート内で資本の壁を越えた高度な企業間連携による高効率・省資源型コンビナートの
構築を進めることが求められている。そのためには、高機能・高付加価値製品の研究開発から量産までの一連の機能を備
えたマザー工場化を実現することが必要と考えており、総合特区制度の活用により競争力強化を図っていくものである。

　具体的には「グリーンイノベーションコンビナート戦略」で進める環境・エネルギー分野の生産設備新設による出荷額を増
加する取組、特区事業である回送運行、重量規制及び利子補給など関連施策の実現及び活用により操業環境の向上を図
り、そのことによって既立地企業の再投資や新規の企業立地を促進することで従業者数を増加させるものである。
　また、投入する原料を減らす一方で、高付加価値製品のアウトプットを増加させる取組である「バーチャル・ワン・カンパ
ニーの実現」、水島港のポテンシャルを最大限発揮させる「水島港ハイパーロジスティック港湾戦略」についても水島コンビ
ナートの高効率・省資源化を実現し、操業環境の向上が図られるものであり、従業者数の増加を伴う企業活動の活発化に
寄与するものである。

各年度の目標設定の考え方や数値の
根拠等
※定性的評価の場合は、数値の根拠
に代えて計画の進行管理の方法等

　全国の従事者数が減少傾向(工業統計調査　H16年→21年で4.6％減少)にあり、また今後も日本の生産年齢人口は一貫し
て減少する見込みの中、水島コンビナートの従業者数を維持することは、国内での相対的な成長と地域の活性化を意味す
るものと考えている。
　平成24年度以降の目標値は、平成21年度の水島工業地帯全体の従業者数に対する水島コンビナート発展推進協議会構
成企業８社の従業者数が占める割合（46.85％）を維持する（本指標の増加率で代替指標も増加する）ことを基準として算出
し、平成24年度に11,244人、平成25年度に11,478人、平成26年度に11,713人を達成することとしている。
＜水島工業地帯従業員数　24,623人（H21実績)→23,818人（H22実績）→23,704人（H23実績）→23,854人（H24実績）→
23,265人（H25実績）→25,000人（H26目標）＞

評価指標（３）
企業集積によるコ
ンビナートの成長

と雇用の確保

数値目標（３）－③
水島工業地帯従業
員数　24,623人→

25,000人

代替目標(３)－③
水島コンビナート発展推進
協議会構成企業8社の従
業員数　11,536人→11,713

人
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別紙１

進捗状況に係る自己評価（進捗が遅
れている場合は要因分析）及び次年
度以降の取組の方向性

現地調査なし

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

　

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等

　平成26年度は、団塊の世代の大量退職に伴い、従業員数は一時的に減少しているが、鉄鋼メーカーにおける生産能力向
上・コスト削減に向けた投資、新型軽自動車の生産増強、玉島ハーバーアイランドへ誘致した航空機部材メーカーの量産開
始など従業者数の増加を伴う企業活動が活発化し、新卒採用を増やす動きも見られるなど、全般的に水島コンビナートの従
業員数の維持という目標達成に向け進捗していると考えている。
　次年度以降も引き続き、これまでに認められた規制の特例措置の積極的活用や平成26年度に新設し、平成27年度に交付
要件の緩和を行った設備投資に関する補助金などを活用して、環境・エネルギー分野の成長産業の新規立地を促進し、目
標達成に向けた取組を着実に進めていきたい。
　なお、平成25年3月末に認定された利子補給制度については、平成25年に環境・エネルギー分野の新製品の開発・量産を
行う航空機部材メーカーへの投資がなされ、高付加価値製品の技術開発や量産化を行うための操業環境の整備が行われ
たところである。また、平成27年には水島港ハイパーロジスティックス推進事業に資する物流メーカーへの投資が見込まれ
ている。

外部要因等特記事項

※寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。
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目標達成に向けた実施スケジュール
特区名：ハイパー＆グリーンイノベーション水島コンビナート総合特区

年
月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

事業１ 第１段階　電力連携
設計・工事 ①（H23年度実施）

②

③

④

運転開始 △② △③ △④

事業２ 第２段階　蒸気・電力連携

現状把握

最適化検討

設計・調達

工事

試運転

事業３
１）オフガス融通

現状把握

最適化検討

工事

２）水素融通

設計・工事

事業４

事業５

△
特区計画認定 △６月１９日事業開始

△
特区計画認定 △１０月２３日事業開始

注１）工程表の作成に当たっては、各事業主体間で十分な連携・調整を行った上で提出すること。
注２）特に翌年度の工程部分については詳細に記載すること。

△

グ
リ
ー

ン
イ
ノ
ベ
ー

シ

ョ

ン
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
戦
略

グリーンイノベーションコンビ
ナート戦略

・回送運行許可番号標及び
それに記載された番号の表
示の簡素化事業

・特定経路における道路運
送車両法の重量規制の緩和

別紙１－２

バ
ー

チ

ャ
ル
・
ワ
ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー

の
実
現

ユ
ー

テ

ィ
リ
テ

ィ
共
同
化
モ
デ
ル
整
備
事
業

オ
フ
ガ
ス
ハ
イ
ウ

ェ
イ
水
素
ハ
イ

ウ

ェ
イ
広
域
広
域
整
備
事
業

H27 H28
3 9

水
島
港
ハ
イ

パ
ー

ロ
ジ
ス

テ

ィ
ッ
ク
ス
港

湾
戦
略

水島港ハイパーロジスティッ
クス港湾戦略

・関税及びとん税・特別とん
 税に係る規制緩和の全国
 展開

H24 H25 H26
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別紙２

■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価

特定国際戦略（地域活
性化）事業の名称

関連する数値目標 事業の実施状況
直接効果

（できる限り数値を用いること）
自己評価 規制所管府省による評価

規制所管府省名：経済産業省
□　特例措置の効果が認められる
□　特例措置の効果が認められない
　　　⇒□要件の見直しの必要性あり
■　その他

＜特記事項＞
未だ施設整備の最適化計画の検討段
階であり、今後、施設整備状況が大きく
変動する見込みであるので、現時点で
は効果を評価できない。引き続き、その
効果を注視する。

規制所管府省名：国土交通省
□　特例措置の効果が認められる
□　特例措置の効果が認められない
　　　⇒□要件の見直しの必要性あり
■　その他

＜特記事項＞
作業時間の算出にあたり、規制の特例
の条件である代替措置を講じることによ
る作業時間等を考慮されているか不明
であるため、効果を評価することは困難
である。
なお、代替措置が適切に講じられていな
い場合は、代替措置を真に実効性のあ
るものにする必要がある。

規制所管府省名：国土交通省
■　特例措置の効果が認められる
□　特例措置の効果が認められない
　　　⇒□要件の見直しの必要性あり
□　その他

＜特記事項＞

回送運行効率化事業
数値目標

（３）-②、③

国との協議の結果、省令改
正が行われ、代替措置を講
じることを条件として、特定
経路において車両後面の回
送運行許可番号標の取り付
けが免除された完成車の走
行が可能となった。
平成25年3月29日に計画認
定を受け、平成25年6月19
日から事業が開始された。

平成26年度には本緩和を活用
して約33万７千台の回送が行
われ、回送車１台につき、約８
秒の作業時間が短縮された。
また、番号標の取り付けにより
車両が傷つくリスクがなくなっ
た。

事業も２年目を迎えて軌道に乗った
ことから、平成25年度よりも多くのコ
スト削減効果が発生しており、工場
の生産性の向上が図られ、事業は
順調に進捗している。

分割可能貨物輸送効
率化事業

数値目標
（３）-②、③

平成25年3月29日に計画認
定を受けた後、岡山運輸支
局との協議により9月に保安
基準の緩和が許可され、そ
の後、道路管理者から特殊
車両の許可が下りたため、
10月23日から事業を開始し
ている。

トレーラーで2回輸送していたと
ころが、規制緩和により1回で
運べるようになった。
対象向先への輸送効率が向上
し、運行開始から年度末までに
平均８０回／月の輸送を行うこ
とができた。これによる効果額
はひと月あたり約１６０万円であ
る。

事業も２年目を迎えて軌道に乗り、
前年度の月平均約50台から約80台
へさらにコスト削減効果が上がって
おり、事業は順調に進捗している。

地域活性化総合特別
区域ガス融通事業

数値目標（１）

国との協議の結果、省令改
正が行われ、区域内の企業
間に密接関連性があるとみ
なされるようになり、オフガ
スや水素の融通が可能と
なった。
取り巻く状況の変化を踏ま
え、引き続き、検討を進めて
いる。

現在、最適化の検討中である
が、原燃料コストの削減を見込
んでいる。

水島コンビナート内エチレンセン
ターの集約に伴い、域内用役バラン
スが大幅に変化することから、引き
続き、事業実施に向け検討してお
り、事業進捗に向けて進んでいる。

※関連する数値目標の欄には、別紙１の評価指標と数値目標の番号を記載してください。
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別紙２

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業の実績及び評価

現時点で実現可能なこ
とが明らかとなった措

置の概要
関連する数値目標 事業の実施状況

直接効果
（できる限り数値を用いること）

自己評価 規制所管府省による評価

関税法による水島港に
寄港する船舶の錨泊
地の利用基準の緩和

数値目標（２）

国との協議の結果、平成２４年
７月１日より全国展開による、
基本通達の改正がなされた。
改正により、狭隘な水島港に
入港しようとする外国貿易船
が、積荷の準備等の都合によ
りやむを得ず一旦水島港に近
接する不開港に入港（錨泊）し
た場合の不開港入港手数料が
免除となった。

適用事例（１５件）
４３，０００千円

※とん税・特別とん税との合計値

目標が達成され、水島港の港勢への寄
与は非常に大きいと期待される。国際
バルク戦略港湾施策において目標とす
る穀物、鉄鉱石の水島港における取扱
貨物量の増加の達成に必要不可欠な
要素であり、大きな助けになると期待し
ているとともに、合わせてハード整備に
よる早期事業効果発現に向け、国等の
関係機関へ引き続き働きかけて参りた
い。

規制所管府省名：財務省
規制協議の整理番号：５５
＜参考意見＞

港則法による水島港に
寄港する船舶の錨泊
地の利用基準の緩和

数値目標（２）

国との協議の結果、平成２５年
３月１３日に水島港海上保安部
により、「水島港における錨泊
基準」が改正され、従来船長１
２０ｍまでの制限であったもの
が、１４０ｍまで緩和された。

適用事例（４３件）
８６，０００千円

目標が達成され、水島港の港勢への寄
与は非常に大きいと期待される。国際
バルク戦略港湾施策において目標とす
る穀物、鉄鉱石の水島港における取扱
貨物量の増加の達成に必要不可欠な
要素であり、大きな助けになると期待し
ているとともに、合わせてハード整備に
よる早期事業効果発現に向け、国等の
関係機関へ引き続き働きかけて参りた
い。

規制所管府省名：海上保安庁
規制協議の整理番号：５５
＜参考意見＞

水島港に寄港する船舶
の再入港時のとん税及
び特別とん税の非課税
要件の緩和

数値目標（２）

国との協議の結果、平成２４年
７月１日より全国展開による、
基本通達の改正がなされた。
改正により、水島港を一旦出
港して、水島港に近接する不
開港へやむを得ず入港（錨泊）
し、再度水島港へ入港する外
国貿易船に対して２度目のと
ん税・特別とん税が非課税と
なった。

適用事例（１５件）
４３，０００千円

※関税法との合計値

目標が達成され、水島港の港勢への寄
与は非常に大きいと期待される。国際
バルク戦略港湾施策において目標とす
る穀物、鉄鉱石の水島港における取扱
貨物量の増加の達成に必要不可欠な
要素であり、大きな助けになると期待し
ているとともに、合わせてハード整備に
よる早期事業効果発現に向け、国等の
関係機関へ引き続き働きかけて参りた
い。

規制所管府省名：財務省
規制協議の整理番号：５６
＜参考意見＞

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

現地調査なし
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別紙３

■財政・税制・金融支援の活用実績及び自己評価（国の支援措置に係るもの）

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 累計 自己評価

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

税制支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 累計 自己評価

該当なし 件数

金融支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 年度 H23 H24 H25 H26 累計 自己評価

バーチャル・ワン・
カンパニー推進事業

数値目標（１） 件数 － 0 0 0 0

水島港ハイパーロジ
スティックス港湾推
進事業

数値目標（２） 件数 － 0 0 0 0

グリーンイノベー
ションコンビナート
推進事業

数値目標（３） 件数 － 0 1 0 1

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

財政支援要望

国予算(a)
（実績）

総事業費(a+b)

自治体予算(b)
（実績）

航空機部材メーカーによる投資が１件行
われたが、この投資は高機能・高付加価
値製品の技術開発や量産化を行うための
操業環境の整備を目指す戦略３の構想を
推し進めるものである。
今後とも更なる活用による投資を促進す
るため、特区内の企業へＰＲ活動を行っ
ていく。
　なお、平成27年度には水島港ハイパー
ロジスティックス推進事業に資する物流
メーカーへの投資が見込まれているとこ
ろである。

財政支援措置の状況

現地調査なし

－
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別紙４

地域独自の取組の状況及び自己評価（地域における財政・税制・金融上の支援措置、規制緩和・強化等、体制強化、関連する民間の取組等）

■財政・税制・金融上の支援措置

財政支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

２２８，３９８千円

（Ｈ２６交付実績１件）

１３２，３３６千円

（Ｈ２６交付実績２件）

２１０，８７９千円

（Ｈ２６交付実績３０件）

税制支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

－

金融支援措置の状況

事業名 関連する数値目標 実績 自己評価 自治体名

－

■規制緩和・強化等

規制緩和

取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

高圧ガス保安法に係る保安検
査報告書の提出期限の延長

数値目標（１）

平成25年9月、水島コンビナート地区保安防災協議会
が発行する「コンビナート事業所高圧ガス関係手続指
針」について、保安検査報告書の提出期限が延長さ
れ、保安記録届の作成に係る時間の確保が図られた。

短期間での資料作成や、作成時期がプラントの稼働開始時期と重
なり煩雑な作業となっていたことから記載ミスなどが発生する可
能性があったが、本改正により作成から確認作業に至るまで十分
な時間が取られ、余裕を持った作業が可能となったと考えてい
る。

岡山県

岡山県大規模浚渫（企業関
連）事業

数値目標（２） 平成２６年度交付なし

予算の制約から、平成２６年度はより緊急性の高い県内他港にお
いて事業実施となったが、航路の水深確保は、立地企業において
優先順位の高い投資対象であり、支援により安定した操業を確保
出来ると考えられるため、緊急性等優先順位を見極めながら、来
年度以降引き続き事業を実施していきたい。

岡山県

倉敷市企業立地促進奨励金 数値目標（３）
実績により、企業の新規立地や投資の促進に繋がったと考えてい
る。

倉敷市

倉敷市設備投資促進奨励金 数値目標(１)､(３)
実績により、企業の競争力強化や投資の促進に繋がったと考えて
いる。

倉敷市

岡山県大規模工場立地等立地
促進補助制度

数値目標（３）
６２５，０２０千円

（Ｈ２６交付実績５件）
実績により、企業の新規立地や再投資の促進に繋がったと考えて
いる。

岡山県

倉敷市企業誘致促進奨励金 数値目標（３）
実績により、企業の新規立地や投資の促進に繋がったと考えてい
る。

倉敷市
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別紙４

高圧ガス保安法に係る軽微変
更届の提出期限の延長

数値目標（１）

平成25年9月、水島コンビナート地区保安防災協議会
が発行する「コンビナート事業所高圧ガス関係手続指
針」について、軽微変更届の提出期限が延長され、軽
微変更届の作成に係る時間の確保が図られた。

短期間での資料作成や、作成時期がプラントの稼働開始時期と重
なり煩雑な作業となっていたことから記載ミスなどが発生する可
能性があったが、本改正により作成から確認作業に至るまで十分
な時間が取られ、余裕を持った作業が可能となったと考えてい
る。

岡山県

環境影響評価に係る対象事業
の規模要件の緩和

数値目標（３）

平成25年5月、環境影響評価に係る対象事業の土地の
区画形質変更の面積や排出ガス量、排出水量などの規
模要件が緩和され、タイムリーな投資が可能となっ
た。

緩和により、環境影響評価が必要な施設・設備等の投資案件の幅
が狭まり、企業の新規立地や投資の促進に繋がる環境が整備され
たと考えている。

岡山県

瀬戸内法に係る事前評価手法
の現況水質測定期間の短縮

数値目標（３）

平成25年11月、瀬戸内法に係る事前評価手法の現況水
質測定期間が短縮され、県や市が測定したデータの資
料がある場合には、最短で１日の調査期間とすること
が可能となり、タイムリーな投資が可能となった。

緩和により、事前評価に係る時間が大幅に短縮され、企業の新規
立地や投資の促進に繋がる環境が整備されたと考えている。

岡山県

県条例環境アセスメント手続
きの迅速化

数値目標（３）
手続期間を１年程度短縮し、早期着工が可能となっ
た。

実施により、企業の新規立地や投資の促進に繋がる環境が整備さ
れたと考えている。

岡山県

企業間連携事業における環境
規制枠の弾力的運用

数値目標（３） 連携事業が実施しやすい環境が整備できた。
実施により、企業活動の促進に繋がる環境が整備されたと考えて
いる。

岡山県

県条例により工場立地法に規
定する緑地面積率を20％から
10％に、環境施設面積率を
25％から15％に緩和

数値目標（３） 新たな設備投資を行いやすい環境が整備できた。
実施により、企業の新規立地や投資の促進に繋がる環境が整備さ
れたと考えている。

岡山県

規制強化

取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名

－

その他

取組 関連する数値目標 直接効果（可能であれば数値を用いること） 自己評価 自治体名
－
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別紙４

■体制強化、関連する民間の取組等

体制強化

民間の取組等

■上記に係る現地調査時指摘事項
［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

戦略１:バーチャル・ワン・カンパニーの実現(高効率・省資源型コンビナートの構築)
１．ユーティリティー共同化モデル整備事業（第１段階）
　・復水タービンをモーター駆動に改造する工事を、平成23年度に３台、平成25年度に２台、平成26年度に１台完了し、目標の省エネ効果を達
　成した。なお、平成26～28年度で１台実施中。

２．オフガスハイウェイ・水素ハイウェイ広域整備事業
　・平成23年度に、Ｂ地区からＡ地区工場への水素供給を可能にする配管を敷設し、水素融通を開始した。
　・平成24年度に、Ａ地区工場間で新たな水素供給配管を敷設し、水素融通を開始した。

戦略３：グリーンイノベーションコンビナート戦略(コンビナートの持続的発展)
１．平成24年度に白色LED用基板や次世代半導体として今後マーケット拡大が期待される窒化ガリウム基板の生産設備が新設された。
２．リチウムイオン電池の需要の増加が見込まれる中、平成24年度にリチウムイオン電池の材料となる六フッ化リン酸リチウムの生産設備が新
　設された。
３．平成25年度に軽量、フレキシブルという特長を利用した様々な用途が期待できる有機薄膜太陽電池のパイロット設備を設置し、実証、量産
　技術検討を開始した。平成26年度はパイロット設備を利用して実用、量産技術検討を実施した。
４．平成25年度に白色LED用基板や次世代半導体として利用される窒化ガリウム基板の量産設備を設置した。

現地調査なし

・コラボＭＭ（コラボミーティング水島）の設置（平成22年6月）
　水島コンビナート発展推進協議会（立地企業8社、岡山県、倉敷市、中国経済産業局、金融機関3行で構成）の事務局（岡山県、倉敷市）のブ
レーン機能を果たし、企業の枠を超えて、競争力強化の取組を議論する8社の有志で構成する会
  平成26年4月から平成27年3月まで13回開催（法定協議会である水島コンビナート発展推進協議会は２回開催）
・総合特区推進強化のため、平成23年1月から岡山県専任職員を増員し、2名体制としている。
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■（参考）認定計画書に記載した数値目標に対する実績

当初（平成21年度） （参考）平成22年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

目標値
(※2)

３位 ３位 ３位

実績値 ５位 ３位 ５位 ４位 －

進捗度
（％）

0% 0%

評価指標（３）
企業集積による
コンビナートの成
長と雇用の確保

数値目標（3）－②
倉敷市の製造品出荷額
市町村別順位　全国5位

→全国3位以内

寄与度(※1)：100（％）

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　操業環境の向上により、付加価値の高い製品を効率よく生産し、出荷額を増加させることで順位を維持するという
本指標は、他地域より競争力があることで実現できると考えている。
　成長著しい海外のコンビナートに比べ、操業開始から半世紀を超えた水島コンビナートは世界的には中程度の規
模であり、水島コンビナートが競争力を高めるためには、規模や低価格を追求するのではなく、企業間連携による高
効率化と付加価値の高い製品を効率よく生産する仕組み作りが重要である。
　そのため、総合特区による規制緩和、財政支援などによる投資促進策はもとより、既に設けている県・市独自の企
業立地補助制度の拡充及び拠点工場化等投資促進補助金の創設により、現在の水島の産業集積を生かした高機
能・高付加価値製品の技術開発や量産化等を実施しやすい環境を整備し、今後のコンビナートの持続的発展につな
がる成長産業の国内重要製造拠点化を進める。
　具体的には環境・エネルギー分野における高機能・高付加価値製品の研究開発から量産化がタイムリーに事業展
開できるよう、総合特区計画に掲げる規制緩和や財政・金融上の支援措置等を活用した取組を進めるほか、新たな
規制緩和の提案について検討し、目標達成に必要な操業環境の整備を目指した取組を行っている。
　また、研究開発から量産工場への投資環境の改善のため、岡山県独自の制度として補助制度の改善や規制緩和
を実施し、競争力強化を図っている。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等(※2)

　特区指定申請書上の目標設定は平成21年度値の５位を基準に、目標値を平成26年度時点で３位としているが、特
区取組開始時点（最初の特区計画認定時）で３位（H22年値）となった。そのため、平成23年度以降も、３位を維持す
ることとする。

　水島コンビナート発展推進協議会(法定地域協議会)構成員が強く連携を図る（平成26年度はＷＧを13回開催）こと
により、行政と企業、企業間の垣根を取り払い、企業活動に最も有効で、かつ環境や住民に受け入れられる代替措
置を備えた規制緩和に取り組んでいるところである。
　その結果、平成24年度に関係省庁と協議を行い省令改正を含む12項目について規制緩和等の実現、平成25年度
には戦略Ⅰ「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」に向けた財政の支援措置の実現したことにより、事業実施に寄与
したと考えている。
　引き続き、上記の取組を一体的に推し進めていくとともに新たな規制緩和の提案を行い、企業のコスト改善や事業
継続、新規投資を支援し、企業の生産体制の維持に努め、製造品出荷額の向上を図っていく。
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進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び次
年度以降の取組の方向性

　　平成25年度は、平成24年度末（平成25年3月28日）から総合特区制度を通じて実現した規制緩和を活用した事業
が開始するとともに利子補給制度を活用した環境・エネルギー分野への投資が実現するなど、特区としての取組が
着実に進んだ。
　また、鉄鋼、自動車、石油精製などの製造も堅調であったことから、目標値は下回ったものの平成24年度の５位か
ら４位へと順位を上げた。
　本数値目標の達成に寄与するグリーンイノベーションコンビナート戦略で取り組んだ各事業（回送運行許可番号標
及びそれに記載された番号の表示の簡素化事業、特定経路における道路運送車両法の重量規制の緩和、グリーン
イノベーションコンビナート推進事業）の実績は別紙２及び別紙３のとおりである。
　また、密接に関連する「バーチャル・ワン・カンパニーの実現」に向けての取組については評価指標（１）企業間連携
によるコスト削減額に記載のとおりである。
　今後とも総合特区で提案した規制緩和の実現に向け取り組んでいくとともに、総合特区検討ワーキンググループに
おいて構成企業８社とともに新たな規制緩和に向けた協議を進め、企業のコスト改善や事業継続、新規投資を支援
し、企業の生産体制の維持に努め、製造品出荷額の向上を図っていく。

［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

現地調査なし

外部要因等特記事項

代替指標による評価又は定性的評
価との比較分析

　平成24年度は、規制緩和の実現による総合特区関係事業が開始されたばかりであったこともあり、製造品出荷額
を即時に増加させる取組の実現にはいたらなかった。また、製造品出荷額に大きな割合を占める石油精製工場の製
造設備の一部停止の影響などにより市町村別順位を落とす結果となった。
　一方、平成25年度は平成24年度から総合特区制度を通じて実現した規制緩和の効果が浸透し始めているほか、
一部停止していた石油精製工場設備の操業再開、新型軽自動車の生産開始などにより製造品出荷額が増加し、順
位を押し上げたものと考えており、昨年度実施した定性的評価との乖離は生じなかった。

※１　寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。
※２　数値目標に係る目標値について、各年度の目標設定ができない場合は、目標達成予定年度のみ数値目標及び実績値の両方を記載し、目標達成予定年度以外の年度について
は、当該年度の実績値のみを記載してください。
　 　　また、その場合は「各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等」の欄に、当初設定した数値目標に係る目標設定の考え方や数値の根拠を記載してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等
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■（参考）認定計画書に記載した数値目標に対する実績

当初（平成21年度） （参考）平成22年度 （参考）平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

目標値
(※2)

24,000人 24,500人 25,000人

実績値 24,623人 23,818人 23,704人 23,854人 23,265人 －

進捗度
（％）

99% 95%

外部要因等特記事項

評価指標（３）
企業集積による
コンビナートの成
長と雇用の確保

数値目標（３）－③
水島工業地帯従業者数
24,623人(H21)→25,000

人(H26)

寄与度(※1)：100（％）

目標達成の考え方及び目標達成に
向けた主な取組、関連事業

　　成長著しい海外のコンビナートに対し、水島コンビナートが競争力を高めるためには、規模や低価格を追求する
のではなく、付加価値の高い製品を効率よく生産する仕組み作りが重要である。そのために個社最適でなく全体最
適による一段高い効率化を目指して、コンビナート内で資本の壁を越えた高度な企業間連携による高効率・省資源
型コンビナートの構築を進めるとともに、高機能・高付加価値製品の研究開発から量産までの一連の機能を備えた
マザー工場化を実現することが必要と考えており、総合特区制度の活用により競争力強化を図っていくものである。
　具体的には「グリーンイノベーションコンビナート戦略」で進める環境・エネルギー分野の生産設備新設による出荷
額を増加する取組、特区事業である回送運行、重量規制及び利子補給など関連施策の実現及び活用により操業環
境の向上を図り、そのことによって既立地企業の再投資や新規の企業立地を促進することで従業者数を増加させる
ものである。
　また、投入する原料を減らす一方で、高付加価値製品のアウトプットを増加させる取組である「バーチャル・ワン・カ
ンパニーの実現」水島港のポテンシャルを最大限発揮させる「水島港ハイパーロジスティック港湾戦略」についても水
島コンビナートの高効率・省資源化を実現し、操業環境の向上が図られるものであり、従業者数の増加を伴う企業活
動の活発化に寄与するものである。

各年度の目標設定の考え方や数値
の根拠等(※2)

　目標達成の基準となる水島工業地帯従業者数は、特区指定申請時の24,623人（H21年値）から、特区取組開始時
点（最初の特区計画認定時）では23,704人に減少したため、平成26年度の25,000人の目標達成に向けて、H24年度
値以降、順次増加するよう設定している。
　全国の従事者数が減少傾向(工業統計調査　H16年→21年で4.6％減少)にあり、また今後も日本の生産年齢人口
は一貫して減少する見込みの中、水島コンビナートの従業者数を維持することは、国内での相対的な成長と地域の
活性化を意味するものと考えている。

進捗状況に係る自己評価（進捗が
遅れている場合は要因分析）及び次
年度以降の取組の方向性

　平成25年度は、新型軽自動車の製造の開始や、玉島ハーバーアイランドへ誘致した航空機部材メーカーが工場を
新設し、環境・エネルギー分野の新商品の生産を開始するなど、従業者数の増加を伴う企業活動が活発化してお
り、目標達成に向け順調に進捗したと考えている。
　次年度以降は、これまでに認められた規制の特例措置の積極的活用や平成26年度から新設した設備投資に関す
る補助金などを活用して、環境・エネルギー分野の成長産業の新規立地により、目標達成に向けた取組を着実に進
めていきたい。
　平成25年３月に認定された利子補給制度については、制度を活用した環境・エネルギー分野の新製品の開発・量
産を行う航空機部材メーカーへの投資による操業環境の整備がなされ、量産化が進んでいる。

21



［指摘事項］ ［左記に対する取組状況等］

現地調査なし

代替指標による評価又は定性的評
価との比較分析

　平成25年度における代替指標による評価では進捗度103％を達成しているものの、本指標における評価では進捗
度は95％となっており、未達成となってしまった。しかし、平成26年度においては分譲を行っている玉島ハーバーアイ
ランドにプラントの設計・製造を行う企業の立地や食料コンビナート3社新規立地があったことや国内景気の好況に
支えられ、新規採用の動きもあることから、全般的に水島コンビナートの従業員数の維持という目標達成に向け進捗
していると考えられ、今後、代替指標による評価と大きく乖離することはないと考えている。

※１　寄与度：一つの評価指標に対して複数の数値目標がある場合、それぞれの数値目標が評価指標に与える寄与度を記入してください。
※２　数値目標に係る目標値について、各年度の目標設定ができない場合は、目標達成予定年度のみ数値目標及び実績値の両方を記載し、目標達成予定年度以外の年度について
は、当該年度の実績値のみを記載してください。
　 　　また、その場合は「各年度の目標設定の考え方や数値の根拠等」の欄に、当初設定した数値目標に係る目標設定の考え方や数値の根拠を記載してください。

■現地調査時の指摘事項及びそれに対する取組状況等
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